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資料 1 自 然公 園等施 。役 の整備状況

( 1 ) 国立 ･ 国定公園

年度 公 園 名 事 業 名
事 業
か 所 事 業 内 容 事 業 費

剛
大山隠岐国

立公園

大山寺駐車場

舗装整備

バス発着所舗

装整備

大山町 面 積 1 1 , 1 6 6 孟

収容能力 2 0 6 台

1 , 4 5 5 盂

硝

2 0 0 0 0

1 , 7 0 0

山陰海岸国

立公園

城原園路整備

鳥取砂丘清掃

施設整備

砂丘道路チ ュ

ー リ ソ プ植栽

岩美町

鳥取市

福部村

安全柵 L = 6 3 3 m

焼却炉 1 、 空缶圧縮機 1 ~ ガフス粉砕機 1
ゴ ミ カ ゴ 2 8

収容棟 ( 9 8 孟 ) 1 棟

植栽延長 1 , 1 3 5 m

チ ュ ー リ ソ プ球根 5 7 , 2 0 0球

5 0 0 0

2 4 1 5

5 7 2

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山

国定公園

雨滝園地整備 国府町 面 積 1 , 0 1 8 孟 2 , 0 0 0

小 。十 3 1 , 6 8 7

4 7 大山隠岐国

立公園

大山頂上歩道

整備

清掃施設整備

大山町

溝口町

延 長 1 , 8 2 1 m

冊延長 1 , 7 1 2 m

制 礼 4 3本

ごみ焼却炉、 空缶圧縮機、 ガ フ ス粉砕機

2 , 2 0 0

3 , 0 0 0

山陰海岸国

立公園

鳥取砂丘道路

整備

鳥取砂丘道路

補償工事

福部村 ア ス フ ァ ル ト 舗装

L = 6 4 8 . 6 ぬ W = 7 , o m

バス停 1

国道拡中

L = 1 8 . 8 m W = 3 . o m~ o m

歩 道

L = 1 8 8 m W = 3 m~ 1 . 5 m

2 9 , 2 0 0

6 , 7 0 0

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山

国定公園

雨滝歩道整備 国府町 L = 1 , 8 5 2 , 5 m W = 1 . 5 m 3 , 4 0 0

小 。十 4 4, 5 0 0

4 8 大山隠岐国

立公園

大平原清掃施

設整備

江府町 ごみ焼却炉、 機械収納棟、 電気長億一式 3 , 0 0 0

山陰海岸国

立公園

鳥取砂丘駐車

場整備

福部村 面 積 6 , 5 9 1 孟 1 4, 6 0 0
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年度 公 園 名 事 業 名 懇 話 事 業 内 容 事 業 費

剛
鳥取砂丘道路

整備

鳥取市 ア ス フ ァ ル ト 舗装

L = 4 6 0 m W = 7 . o m

ア ス フ ァ ル ト 舗装

L = 3 4 0 m W = 7 . o m

網

2 5 , 2 0 0

1 8 , 2 0 0

氷ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山

国定公園

昔滓園地整備 智頭町 園 地 L = 2 , 5 0 0 m W = 1 . 5 m

駐車場面積 1 , 0 0 0 孟 砂利敷

公衆便所 1 8 . 6 孟

1 1 , 8 0 0

小 。十 7 2 , 8 0 0

4 9 大山隠岐国

立公園

大山 自然科学

館整備

大山町 R C二階建 延べ 3 9 4. 1 ず 5 0 6 0 0

山陰海岸国

立公園

鳥取砂丘排水

処理施設整備

鳥取市

福部村

排水管 HP の 2 0 0 % L = 1 , 5 0 0 m

L P の 1 5 0 % L = 1 , l o o m

の 2 0 0 % L = 6 5 0 m

圧送ポ ンプ 3 か所

沈殿池、 電設設備汚泥槽

1 0 2 , 2 5 0

比婆道後帝

釈国定公園

船通山歩道整

備

日 南町 L = 1 , 1 7 0 m W = 1 . 0 ~ 1 . 5 m

簡易施設

( 指導標 1 0 基、 案内板 2 基 )

3 0 0 0

小 。f 1 5 5 , 8 5 0

5 0 大山隠岐国

立公園

鍵掛峠園地整

備

江府町 公衆便所 RC 2 , 6 8 8 孟

駐車場 5 2 8 孟

給排水工事一式

1 0 , 00 0

氷ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山

国定公園

氷ノ 山野営場

整備

若桜町 野営場 9 , 0 0 0 雌 3 0 0 人収容

取合車道 L = 5 0 6 m w = 3 . o m

炊事場 2 2 . 8 孟 2 棟

便 所 1 86 孟 2 棟

給水施設~ 電気工事一式

2 8 , 0 0 0

小 。十 3 8 , 0 0 0

5 1 大山隠岐国

立公園

大山自然科学

館展示整備

大山町 動植物、 地形、 地質コ ー ナ ー整備 8, 00 0

山陰海岸国

立公園

浦富駐車場整

備

鳥取砂丘道路

整備

岩美町

福部村

駐車場舗装 2 , 2 9 9 孟

ロ ッ ク ネ ソ ト 6 5 5 nf

砂防冊 L = 1 8 2 m H = 9 5 cm

7 , 8 0 0

5 , 0 0 0

氷ノ 山 ･ 後
山 ･ 那岐山
国定公園

氷ノ 山野営場

整備

若桜町 サ イ ト 造園 4, 0 3 2 孟

歩 道 L = 2 6 0 m w = 1 . 5 m

2 9 , 0 0 O
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@

年度 公 園 名 事 業 名 熟 議 事 業 内 容 事 業 費

野中
取付車道 L = 1 9 8 m W = 3 0 m

網

小 。十 4 9 , 8 0 0

5 2 大山隠岐国

立公園

大山自然科学

館展示整備

大山町 動植物、 地形、 地質 コ ー ナ ー 整備 1 1 , 0 0 0

小 。十 1 1 , 0 0 0

5 3 大山隠岐国

立公園

槙原駐車場

大山自然科学

館展示整備

大山町 駐車場造成

人文 コ ー ナ ー整備

2 4, 0 0 0

1 0 , 0 0 0

小 。十 3 4, 0 0 0

5 4 大山隠岐国

立公園

大平原園地整

備

槙原因地整備

一向平野営場

整備

江府町

大山町

東伯町

駐車場舗装 ( ア ス フ ァ ル ト ) 2 , 5 0 0 並

芝生広場造成 1 1 , 5 0 6 鰭

テ ン ト サ イ ト 整備 2 , 1 4 6 孟

炊事場 3 6 . 1 孟 1 棟

公衆便所 3 3 . 3 武 1 棟

給水施設 1 式

1 0 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0

1 2 0 0 0

小 。十 4 2 , 0 0 0

5 5 山陰海岸国

立公園

山陰海岸自然

科学館整備

岩美町 R C造平家建 3 9 3 . 6 孟

展 示 1 式

8 0 , 0 0 0

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山

国定公園

氷ノ 山野営場

整備

若桜町 管理車道舗装 W = 3 . 0 孟

L = 7 0 5 武

1 4, 0 0 0

小 。十 9 4, 0 0 O

5 6 山陰海岸国

立公園

山陰海岸自然

科学館整備

岩美町 駐車場 A S舗装 1 , 3 5 8 虹

サ イ ト 造園 8 9 6 孟

汚水浄化施設 1 式

空調施設 1 式

展 示 1 式

5 9 , 2 4 5

山陰海岸国

立公園

羽尾岬歩道整

備

岩美町 歩 道 L = 1 , 3 1 0 m

W = 1 . 5 m

1 0 , 0 0 0

大山隠岐国

立公園

一向平野営場

整備

東伯町 駐車場 1 , 0 5 0 孟

管理棟 木造 48 . 7 nf

1 4, 8 0 0

小 。十 8 4, 0 4 5
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年度 公 園 名 事 業 名 患 義 事 業 内 容 事 業 費

駒
山陰海岸国

立公園

羽尾岬歩道整

備

岩美町 歩道改良 L = 1 , 8 9 4 m

W= 0 . 8 ~ 1 5 m

休憩所 ギ木造 1 8 ぜ

9 4 0 0 千円

山陰海岸国

立公園

浦富網代歩道

整備

岩美町 歩道新没 L = 3 0 5 m W = 1 5 m

安全施没 L = 3 2 0 m

標識区間 L = 1 . 4 km

1 5 , 0 0 0

大山隠岐国

立公園

大山寺駐車場

整備

大山町 取付道拡幅 L = 1 9 5 m W = 8 0 m

駐車場拡張 A S 舗装 9 0 9 ぜ

2 0 , 6 0 0

大山隠岐国

立公園

大山周廻歩道

整備

大山町 歩道改良 L = 2 6 6 m W = 1 5 m

木 道 L = 1 1 5 m W = 0 . 5 m

棚 L = 4 1 0 m

2 7 , 4 0 0

小 。十 7 2 . 4 0 0

5 8 .山陰海岸国

立公園

浦富網代歩道

整備

岩美町 休憩所 R C造 A = 1 4 ず

探勝歩道改良 W = 1 . 5 m L = 1 , 0 8 0 m

防護棚等 1 式 L = 3 3 0 m

1 3 , 8 0 0

山陰海岸国

立公園

鳥取砂丘駐車

場整備

福部村 駐車場ア ス フ ァ ル ト 舗装 A = 4, 9 2 4 m2

歩 道 L = 3 7 7 m W= 2 0 ~ 3 . o m

3 8 , 0 0 0

大山隠岐国

立公園

元谷避難小屋

新築

大山町 避難小屋 木造 5 9 . 6 1 ず 1 6 , 0 0 0

小 。十 6 7 , 8 0 0

5 9 大山隠岐国

立公園

大山寺駐車場

整備

大山町 駐車場造成舗装 A = 6 6 5 ず

サ イ ト 造園 A =3 , 4 8 6 m2

探勝歩道新設舗装 W=2 . o m L = 6 5 . 6 m
W= 1 . 5 m L = 6 6 4 5 m

2 6 , 0 0 O

山陰海岸国

立公園

鳥取砂丘 (多

鯰ケ池) 歩道

整備

鳥取市 探勝歩道改良舗装 L = 1 , 2 8 9 m
W = 2 . o m

1 2 , 0 0 0

山陰海岸国

立公園

鳥取砂丘駐車

場整備 (公衆

便所新築)

福部村 公衆便所 R C造水洗

A = 2 5 . 7 4 ぜ 浄化槽一式

1 1 , 6 0 0

氷 ノ 山後山

那岐山国定

公園

那岐山登山道

整備

智頭町 登山道新設 W= 1 . 5 m L = 8 1 6 m

" 改良 W= 1 . 0 ~ 1 . 5 m L=1 , 5 8 9m

避難小屋 木造 A = 1 7 . 6 ず

1 0 , 8 0 0

小 。十 6 0 , 4 0 0

合 。十 8 5 8 , 2 8 2

年度 公 園 名 事 業 名 熟 議 事 業 内 容 事 業 費

剛
三朝東郷湖

県立公園

打吹公園公衆

便所

馬の山車道

鉢伏山駐車場

倉吉市

羽合町

東郷町

1 棟 2 6 ず

L = 6 5 4 m Wご 4 m

面 積 1 , 8 7 5 ぜ

収容力 バス 5 台 、 小型車 5 2 台

1 , 0 0 0椚

2 . 4 0 0

2 . 0 0 0

奥 日 野県立

公園

種山公園園地 日 野町 歩 道 8 2 6 m

東 屋 1 4 ぜ 3 棟

2 . 6 0 0

小 。十 8 , 0 0 0

(2) 県立公園 (単県補助事業)
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◎

年度 公 園 名 事 業 名 熟 議 事 業 内 容 事 業 費

駒
三朝東郷湖

県立公園

打吹公園歩道 倉吉市 L = 4 9 1 . 7 m W = 2 . o m

網

1 , 0 0 0

奥 日 野県立

公園

億山公園歩道 日 野町 L = 5 1 6 8 m W = 1 . o m 1 , 8 0 0

小 。十 2 , 8 0 0

4 8 三朝東郷湖

県立公園

打吹公園歩道

三徳山歩道

倉吉市

三朝町

L = 4 6 5 8 m W = 2 0 m

L = 3 1 4 . 8 m W = 1 . 5 m

1 , 0 0 0

2 , 4 0 0

奥 日野県立

公園

種山公園芝張 日野町 面 積 1 , 5 0 8 . 6 孟 1 , 0 0 0

小 。十 4, 4 0 0

4 9 三朝東郷湖

県立公園

打吹公園園地 倉吉市 歩 道 L = 4 0 0 m W = 1 . 5 m

清掃役備、 焼却炉 1 基

2 , 0 0 0

奥 日 野県立

公園

値山公園休憩

舎

石霞渓歩道

日野町

日 南町

鉄骨カ フ ー ト タ ンぶき 3 5 孟

簡易施設 ( ベ ンチ 2 基 )
L = 7 0 0 m W = 2 . o m

1 , 0 0 0

3 , 5 0 0

小 。十 6 , 5 0 0

5 0 奥 日野県立

公園

鶏/ 他公園歩

道

石霞渓歩道

日野町

日 南町

L = 4 8 5 m W = 1 . 5 m

L = 1 1 0 . 2 m W = 1 . o m

2 , 0 0 0

1 , 5 0 0

小 。十 3 5 0 0

5 1 奥 日野県立

公園

鶏ノ 池園地 日野町 給水場 1 基 給水管 2 0 0 m

洗 場 1 か所

2 0 0 0

小 。十 2 0 0 0

5 2 三朝東郷湖

県立公園

大平山園地 倉吉市 遊歩道 L = 6 8 7 . 8 m W = 1 . 5 m

取付道路 L = 2 8 . 5 m W = 2 . o m

植栽 ( サ ク フ ) 8 5 本

3 , 0 0 0

奧 日野県立

公園

鶏ノ 池園地 日野町 整 地 1 00 0 0 脛
便 所 2 棟

2 , 0 0 0

小 。十 5 0 0 0

5 3 奥 日野県立

公園

鶏ノ 池園地 日野町 整 地 9 , 8 6 0 武

張 芝 1 , 2 2 0 讃

2 , 0 0 0
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⑩)

年度 公 園 名 事 業 名 熟 議 事 業 内 容 事 業 費

轉
三朝東郷湖

県立公園

大平山園地

浅津駐車場

三朝駐車場

倉吉市

羽合町

三朝町

広場整備 4, 3 6 3 m2

取付道 4 5 m

排水溝 2 1 8 m

駐車場舗装 1 , 2 4 0 ぜ

駐車場舗装 5 8 4 ぜ

外 棚 85 ず 案内板 1 基

2 , 0 0 0 椚

2 . 0 0 0

2 , 0 0 0

小 。十 8 , 0 0 0

5 4 三朝東郷湖

県立公園

大平山園地

打吹公園

三朝園地

倉吉市

三朝町

駐車場造成 9 8 2 ぜ

休憩所 3 9 . 2 9 m2 1 棟

休憩所 1 6 . o m2 1 棟

2 , 0 0 O

3 , 0 0 O

2 . 0 0 0

小 。十 7 , 0 0 0

5 5 三朝東郷湖

県立公園

奧 日 野県立

公園

大平山園地 倉吉市 休憩所 2 2 m2 1 棟 2 . 0 0 0

5 , 6 3 0鶏 ノ 池車道 日 野町 車道舗装 L = 4 5 0 m W= 3 5 m

小 。十 7 , 6 3 0

5 6 三朝東郷硼

県立公園

大平山園地 倉吉市 展望休憩所 鉄骨造 り 3 3 . 9 ず 5 , 2 0 0

奥 日 野県立

公園

鶇ノ 池車道

花見山駐車場

日 野町

日 南町

車道舗装 L = 4 5 8 m W= 3 5 m

駐車場 8 6 6 ぜ

4 , 0 0 0

6 , 0 0 O

小 。十 1 5 , 2 0 0

5 7 三朝東郷湖

県立公園

今滝歩道 東郷町 歩道道 L = 2 3 7 m W = 1 . 5 m

休憩所 ギ木造 4 Ir

5 , 0 0 0

奥 日 野県立

公園

鶏 ノ 池便所 日 野町 公衆便所 C ･ B 造 1 8 . 6 ぜ 2 . 5 0 0

小 。十 7 , 5 0 0

5 8 三朝東郷湖

県立公園

大平山園地 倉吉市 修景伐 3 , 0 9 9 m2

歩 道 L = 1 3 8 m W = 2 . o m

ネ ソ ト フ ェ ン ス H た 3 0 m

L 二 4 0 m ほか

3 , 0 0 O

奧 日野県立

公園

鶏ノ 池野営場 日 野町 プ ン ト サ イ ト 4 , 5 8 6 ぜ

炊事棟 2 4 ぜ

5 , 0 0 0

小 。十 8 , 0 0 0

5 9 三朝東郷湖

県立公園

大平山園地 倉吉市 園地整備

修景伐 A た 7 , 3 9 9 1r

歩 道 L = 2 3 0 m W = 1 . 5 m

ベ ン チ 1 5 基 植栽 7 本

2. 4 0 0

西因幡県立

公園

勝山城跡歩道 気高町 歩道整備

歩 道 L = u 5 m ( 1 5 0 段)
W = 1 . o m

休憩舎 木造 A = 8 0 Ir

2 . 9 2 9

奥 日 野県立

公園

鶏 / 池園地 日 野町 園地整備

歩 道 L = 1 1 o m W = 1 . 5 m
休憩舎 木造 A = 1 2 ぜ

2 , 4 0 0

′J ＼ 。十 7 , 7 2 9

合 。十 9 3 , 2 5 9
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( 3 ) 中国 自然歩道

- 157 -

年度 整 備 路 線 名 事業か所 事 業 内 容 事 業 費

剛
川 床 ･ 一向平線 大 山 町

東 伯 町
歩道改良 L = 9 , 0 3 9 m W = 1 . 5 m
吊 橋 L = 4 5 m w = 1 . o m

( 大山隠岐国立公園内 )

網

2 9 , 8 0 0

岩 戸 大 谷 線 岩 美 町

福 部 村

歩道新設 L = 2 , 6 5 0 m W = 1 . 5 m
休 憩 所 1 棟 2 8 孟
公衆便所 2 棟 4 9 孟

( 山陰海岸国立公園内 )

3 0 , 2 0 0

小 。十 6 0 , 0 0 0

5 3 川 床 赤 松 線 大 山 町 歩道新設 L = 6 4 9 m W = 1 . 5 m
休 憩 所 1 棟 2 8 孟

歩道改良 L = 3 , 9 6 7 m W = 1 . 5 m
( 大山隠岐国立公園内 )

2 7 , 2 0 0

雨 滝 ･ 扇 / 山線 国 府 町

岩 美 町
歩道新没 L = 5 , 5 5 2 m W = 1 . 0~ 1 . 5 m
歩道改良 L = 5 , 5 0 0 m W = 1 . 0~ 1 . 5 m

橋 を藻 1 0驫 W = 1 ‐ 5 m休 憩 所

( 氷ノ 山 ･ 後山 ･ 那岐山国定公園内 )

3 2 , 8 0 0

小 。十 6 0 , 0 0 0

5 4 雨 値 大 谷 線 鳥 取 市
国 府 町

岩 美 町
福 部 村

歩道新設 L = 6 , 9 2 1 m W = 1 . o m
標識区間 4 6 . 5 皿

休 憩 所 4 棟 5 1 孟

公衆便所 1 棟 20 孟

( 公園外 )

4 5 , 0 0 0

一 向 平 三朝線 倉 吉 市

東 伯 町

関 金 町

東 郷 町

三 朝 町

歩道新設 L = 2 , 7 0 0 m W = 1 . 5 m
標識区間 4 6 . 0 如

休 憩 所 2 棟 2 2 盂
公衆便所 3 棟 3 7 面

( 公園外 )

3 6 , 0 0 0

小 。十 8 1 , 0 0 0

5 5 岩 戸 ･ 浜 坂 線 福 部 村
鳥 取 市

標識区間 6 . 3 km

公衆便所 1 棟 1 6 孟

( 山陰海岸国立公園内 )

7 , 0 0 0

浜 坂 ･ 三 朝 線 鳥 取 市

鹿 野 町

三 朝 町

歩道新没 L = 6 , 0 0 o m W = 1 . o m

標識区間 4 5 . 5 皿

休 憩 所 2 棟 2 6 讃

公衆便所 1 棟 1 2 孟

( 公園外 )

5 2 , 8 0 0

小 。十 5 9 , 8 0 0



年度 整 備 路 線 名 事業か所 事 業 内 容 事 業 費

剛 昔 津 ･ 三億奥線 智 頭 町 歩道 ( 改良 ) L = 2 , 9 1 2 m w = 1 . 5 m
標識区間 5 . o km

休 憩 所 ギ木造 1 9 . 8 孟
( 氷ノ 山後山郡岐国定公園 )

網

1 7 , 6 0 0

広留野 扇 ノ 山線 若 桜 町 歩道 ( 改良 ) L = 1 , 0 8 8 m W = 1 . 5 m
標識区間 1 . 5 如

( 氷ノ 山後山那岐山国定公園 )

7 , 2 0 0

若 津 広留野線 智 頭 町

八 東 町

若 桜 町

歩道 ( 改良 ) L = 1 0 , 0 1 7 m W = 1 . 5 m
標識区間 2 1 . 0 蛔

休 憩 所 ギ木造 1 9 . 8 遜

3 3 , 9 0 0

小 。十 5 8 , 7 0 0

5 7(事業完了
金 門 寂 静 山 大 山 町 歩道 ( 改良 ) L = 1 , 0 8 7 m w = 1 . 0~ 1 . 5 m

休 憩 所 木造 1 2 . 6 証

( 大山隠岐国立公園 )

5 0 0 0

狩 谷 山 ･ 若杉峠 若 桜 町 歩道 ( 新設 ) L = 3 , 8 5 7 m w = 1 . 5 m
( 氷ノ 山後山那岐山国定公園 )

1 1 , 4 0 0

三 億 奥 ･ 狩谷 山 智 頭 町 歩道 ( 新長 ) L = 2 , 1 6 9 m W = 1 . 5 m
標識区間 L = 3 6 m

( 公園外 )

7 , 5 0 0

赤松 ･ 境水道大橋 大 山 町

米 子 市

境 港 市

標識区間 L = 3 8 皿

休 憩 所 ギ木造 1 8 證 2 棟
( 公園外 )

1 1 , 1 0 0

小 。十 3 5 0 0 0

合 。十 3 5 4 5 0 0

◎ )

境水道大橋 中 国 自 然 歩 道 ル ー ト

西伯郡 東伯郡 東@郷池 気高郡 湖山池 岩美郡
鳥取市 扇ノ 山

八頭郡 ▲ 氷 ノ 山

-- 整備区間 ( 5 7 :年度完了 )
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資料 2 昭 和 5 8 年度常 時監視測定結果 の他県 と の比較

1 概 要

昭和 5 8 乙年度に中国 5 県で行われた環境大気測定局の測定結果の う ち 、 環境基準物質に ついて比較

し た もので あ る 。

各物質 ( 二酸化硫黄、 一酸化炭素、 浮遊粒子状物質、 二酸化窒素、 光化学オ キ シ ダ ン ト ) について

の比較は表 1 ~表 5 の と お り であ る 。

庄 1 各表中数値は 、 昭和 5 8 年度 ｢一般環境大気測定局測定結果報告｣ 環境庁大気保全局大気規

制課編昭和 5 9 年 1 2 月 か ら抜粋。

汪 2 局数について、 下段 ( ) 内 は設置市町村の数。

注 3 複数局あ る鳥取、 岡山、 広島、 山口の各県については、 測定結果の最小局 と最大局の測定数

値を掲げた 。

@ 2 各物質の比較
表 1 ~表 5 の と お り 。

表 1 二酸化硫黄の比較

旅ぶ爬
年平均値

1 時間値が 0 . 1
PPmを超えた時間
数と そ の割合

日平均値が0 .04
PPmを超えた 日数
と そ の割合

1 時間値

の最高値

日平均値
の 2 %除
外値

(PPm) ( 時間 ) (%) ( 日 ) (%) (PPm) (Ppm)

鳥 取
6

( 4 )

0 . 0 0 4

5

0 . 0 0 7 ハU‘)nU 〔U(′ハU 八mU‘)̂U 八U(JハU
0 . 0 1 7

‘

0 1 0 0

0 . 0 0 6

5
0 . 0 1 6

島 根
2

( 2 )

0 . 0 0 4

Z
0 . 0 0 7 nU)｣ワ#

0

Z

0 1

0

と

0 8
0 . 0 4 2

と

0 . 1 3 0

0 . 0 0 8

2

0 0 1 9

岡 山
5 5

( 1 4 )

0 . 0 0 3

5

0 . 0 1 3 nY()ro
0

‘

0 . 1

0

5

2

0

‘

0 . 5

0 . 0 2 5

;

0 . 1 5 3

0 . 0 0 6

5

0 . 0 3 2

広 島
5 2

( 2 1 )

0 . 0 0 4

5

0 . 0 1 5 nU()リム
O

5

0 . 0

O

5

1

O

5

0 . 3

0 . 0 1 9

;

0 . 1 4 6

0 . 0 0 6

5
0 . 0 2 9

山 ロ
4 1

( 1 2 )

0 . 0 0 4

5

0 . 0 1 3 051 4
O

‘

0 . 2

O

5

4

O

5

1 . 1

0 . 0 3 4

5

0 1 9 4

0 0 0 8

5

0 . 0 3 1
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表 2 一酸化炭素の比較

楡沢分
年平均値

8 時間値が 2 0
岬を超えた回数
と その割合

日平均値が 1 0
脚を超えた 日数
と その割合

1 時間値

の最高値

日平均値
の 2 %除
外値

(ppm) (回) (%) ( 日 ) (%) (P画 (回

鳥 取
5

{ 3 )

0 . 3

5

0 . 5

0 O O O 14(,QU 3‘9Û〔U
島 根

1

( 国技 )
0 .3 O 0 0 O 1 . 5 0 . 6

岡 山
1

(国没)
0 .6 0 O 0 0 3 .7 1 .2

広 島
1

( 国技 )
0 . 2 O O O O 1 0 .4

山 口
4

( 3 ) 5‘4nU14 0 0 0 0

5 .2

‘

7 .O

1 . 2

5
2 .2

表 3 浮遊粒子状物質の比較

様ミ
年平均値

1 時間値が 0 . 2 0
mg/孟を超えた時
間数と その割合

日平均値が 0 . 1 o
mg/ 証を超えた 日
数と その割合

1 時間値

の最高値

日平均値
の 2 %除
外値

( mゾ証) ( 時間 ) (%) ( 日 ) (%) ( mメ證) ( my冠)

鳥 取
5

( 3 )

0 . 0 1 8

5
0 . 0 2 5 Û()11

0

5

0 . 3

O 0

0 . 0 5 7

5

0 . 2 7 8

0 . 0 3 1

5
0 . 0 5 1

島 根
1

( 国技 )
0 . 0 2 3 3 0 . O 2 0 . O 0 . 3 1 0 0 . 0 6 0

岡 山
1 3

( 8 )

0 . 0 2 4

5

0 . 0 4 4 055 2
O

5
0 . 6

6 1 . 8 0 . 7 0 0 0 . 0 9 9

広 島
2 0

( 1 2 )

0 . 0 2 1

5
0 . 0 4 7 01第

O

‘
0 . 3

O

5
1 2

O

5

3 . 4

0 . 1 1 3

;
0 . 4 3 8

0 . 0 4 2

5

0 . 1 1 0

山 口
7

( 5 )

0 . 0 3 4

と
0 . 0 4 5 1とめ

0 . 1

2

0 . 1

O

2

3

O

2

0 9

0 . 2 1
2

0 . 4 9 0

0 . 0 5 6

2

0 . 0 9 2

一 1 60 -



@

表 4 窒素酸化物の比較 を拶

ぷ分
一酸化窒素 ( N O ) 二 酸 化 窒 素 ( N 0 2 ) 窒素酸化物 ( N O 十 N 0 2 )

年平均値
1 時間値

の最高値

日平均値
の 年 間
9 8 %値

年平均値
日平均値が0 .06
PPmを超えた 日数

と その割合

1 時間値

の最高値

日平均値
の 年 間

9 8 %値
年平均値

1 時間値

の最高値

日平均値
の 年 間

9 8 %値

N0 2

NO十N0 2

(印可 僻め (PPm) (ppm) ( 日 ) (%) (ppm) 0脚) 岬) (ppm) (ppの (矧

鳥 取
5

( 3 )

0 . 0 0 2

5

0 . 0 0 6

0 . 0 3 2

5

0 . 1 0 5

0 . 0 0 6

5

0 . 0 1 7

0 . 0 0 3

5

0 . 0 0 9

0 0

0 . 0 2 4

‘

0 . 0 4 7

0 . 0 0 9

‘

0 . 0 2 0

0 . 0 0 8

5

0 . 0 1 5

0 . 0 0 9
‘

0 . 1 3 7

0 . 0 1 3

;

0 . 0 3 4

6 3 . O

5

7 3 . 4

島 根
2

(2)

0 . 0 0 1
Z

0 . 0 0 2

0 . 0 2 9

Z

0 . 0 3 3

0 . 0 0 3

Z

0 . 0 0 4

0 . 0 0 3

と

0 . 0 0 5

0 0

0 . 0 3 0

と

0 . 0 4 2

0 . 0 0 8

2

0 . 0 0 9

0 . 0 0 4

と
0 . 0 0 6

0 . 0 5 4

Z

0 . 0 5 8
0 . 0 1 1

7 4 . 6

Z
7 7 . 4

岡 山
4 4

( 1 3 )

0 . 0 0 4
5

0 . 0 3 4

o q8 o
o . 3 5 7

0 . 0 0 7

5

0 . 0 8 4

0 . 0 0 7

5

0 . 0 2 6

0 0

0 . 0 3 6
5

0 . 1 0 8

0 . 0 1 5

$

0 . 0 4 4

0 . 0 1 1
5

0 . 0 6 1

0 . 1 0 7

‘

0 . 4 1 6

0 . 0 2 6

5

0 . 1 1 8

3 9 . 1

5

7 6 . 7

広 島
4 6

( 2 1 )

0 . 0 0 1

;

0 . 0 2 7

0 . 0 2 1

5

0 . 3 8 4

0 . 0 0 3

5

0 . 0 7 5

0 . 0 0 5

5

0 . 0 3 3

0 0

0 . 0 3 5

5

0 . 1 0 9

0 . 0 1 2

5

0 . 0 5 2

0 . 0 0 7

5

0 . 0 5 8

0 . 0 4 0

‘

0 . 4 4 1

0 . 0 1 4

5

0 . 1 2 1

3 5 . 3

‘

8 4 . 4

山 ロ
2 6

( 1 2 )

0 . 0 0 3

5

0 . 0 2 1

0 0 8 2

5

0 . 3 9 4

0 . 0 0 9

5

0 . 0 7 8

0 . 0 0 7

5

0 . 0 2 3

O 0

0 . 0 4 4

5

0 . 1 4 5

0 . 0 1 8

5

0 . 0 3 9

0 0 1 0

5

0 . 0 4 0

0 . 1 1 2

;

0 . 4 3 4

0 . 0 2 0

5

0 . 1 1 0

4 7 . 5

5

7 2 . O

( 注 ) ザルツ マ ン 係数 0 . 8 4 の吸光光度法で測定 した結果



資料 3 ばい煙発生施 。剥こ 係 る 窒素酸化物規制 の経緯

(纖壷獺鶏) 漣鷲開 獲潴請琴 獲慾請う 濃螫譜,

規制の概要

排
技
型

、炉
製

×
の
大

一
熱
酸

め馨
…“鞠蹄鰕

出
定
ボ
大
及
造

凖
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加
象
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…
〆
炉
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大
庭
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ネ
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強
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拡
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拡
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炉
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熱
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&
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拡
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制
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の
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却

の
設
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･
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、ル
、
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の
ス
熱
ば
施
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類
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、暁
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…
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嶺
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霧

鮨厩だ
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施
拡
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凡

金
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施
拡
発
火
し

収

1
4

n
乙

う
り

焼
の
値

象
例
排
の
焼
留
炉
亜
炉

撚
-凖
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特

、値
…精
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体

フ
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制
の
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凖

…
、贈
炉
処
炉

固
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強
規
鼓
廃
基
化
炉

、質
滓
射

ボ
排
の
施
の
出
強
結
炉
改
鈴
反

1
よ

り
&

規制対象施長数 煙
設
%

500楡飜
は

“糺全発
の

%

400
25

Q
J

/
＼

約

%

00
%

卸
(

約 m
%
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に
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N

煙
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x
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0
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Q
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( 住 ) 昭和 5 6 年版 ｢環境白書｣ 環境庁編か ら抜粋。
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表 5 オ キ シ ダ ン ト の比較蘂 蝋
数

離
日

瞬
間

撒昼
時

離
戯
繖

塒
脇
塒

の
第
数

間
○
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昼
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の

間
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1
皿
時
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○
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資料 4 ばい煙発生施没に対する窒素酸化物排出基準一覧-= )

⑲

はい煙発生施設の

種 類

※ 1

規 模

覊
残存酸

素濃度

(百#)

排 出 基 隼 値

48年 8 月 9 日

ま でに設置さ

れた施設

48年 8 月 1 0 日

か ら50年12月

9 日 ま でに没

置された施設

50年1 2月 1 0 日

か ら 52年 6 月

1 7 日 ま でに投

置さ れた施設

擬勇躍

嚢 8日絞れ没鞭即燐藝娩嚢
ガス専焼ボ イ フ ー 50 以 上

10 ~ 50

全 ~~ 軽O
8 ‐蝶 在 } 5 %

如皿
} 1 50 PPm

1 50 PPm

}瑚剛
} 1 50 PPm

1 50 PPm

) 1 00灘

} 1 3 0 PPm
1 5 0坪m

1 50 PPm

60 PPm

} 1 0 0中
1 30皿

} 1 5 0中

60脚

} 1 0O PPm
1 30 PPm

} 1 5 0脚

液体燃焼ボ イ フ ー

※ 2

50 以 上
1 0 ~ 50

全 ~‐ 軽O
8 :綵 ,を } 4 %

1 80 PPm

} 1 90中

芻牒
250 PPm

}1 80 PPm

郊撚
250 PPm

}即岬
250脚
250 PPm

1 30 PPm

}1 5増加

滋o仰が綿m

1 3 0PPm

}1 5 0脚

} 1 80岬

ガス発生炉、 加熱炉 7 % 17 0P皿 1 7 0 PPm 1 7 0 PPm 1 7 0 PPm 1 5 0 PPm

焼 結 炉 10 以 上

丑 茉 盤 } 1 5% 箋8月雌 雛 雛 }220 PPm
300 PPm

}2 2 0PPm

のレミナ製造用蝦腕炉 燦 搖 } 1 0% } 350PPm } 3 50 PPm } 3 5 0脚 “88罐 } 20 0PPm

瑕 焼 炉 1 0% 200皿 200PPm 20 0PPm 200中 20 0PPm

賠 焼 炉 1 4% 250PPm 2 5 0PPm 2 5 0PPm 2 50PPm 2 2 0PPm

溶 鉱 炉 1 5% 1 20PPm 1 2 0PPm 1 20PPm 1 2 0PPm 1 0 OPPm

金 属 溶 解 炉 ※ 3 1 2% 20 0PPm 20 0PPm 2 0 0PPm 20 0PPm 1 80PPm

金 属 加 熱 炉 10 以 上
1 ~ 1 0

総 茉 為 }眺
160PPm

} 17 0 PPm
200胖皿

1 6 0 PPm

} 1 70 PPm
20 0PPm

囃
200PPm 讓 篝8建議

石 油 加 熱 炉 4 以 上
1 ~ 4

8 : 8 栄 養 } 6 %
1 70 PPm

} 1 80 PPm
200 PPm

} 1 7 0 PPm

鰤鍔 菱漣 掌漣 灘
触 媒 再 生 塔 6 % 300 PPm 30 0 PPm 300"m 3 00 P弧 25 0PPm

セ メ ン ト 焼 成 炉 益8 柴 樒 } 1 0% }480 PPm } 480PPm ゑ88艦 郷都留 郷藤田

薙難愈弩ス繊 1 5% 400 PPm 400 PPm 40 0 PPm 4 00 PPm 36 0 PPm

反 応 炉 、 直 火 炉 6 % 200 PPm 2 00 PPm 20 0中 200 PPm 1 80 PPm

乾 燥 炉 1 6% 250 PPm 25 0PPm 2 5 0皿 2 50中 2 30 PPm

廃 棄 物 焼 却 炉 念 柴 鴦 1 2% } 300 PPm } 3 00PPm } 300 PPm
2 5 0PPm
30 0PPm } 2 50脚

残薪者驫親炉 4 以 上 1 2% 25 0 PPm 2 50 PPm

( 注 ) ※ 1 電気炉 ( 熱源 と して電気を使用する もの ) を除 く 。
※ 2 液体燃焼ボイ フ ー の う ち 昭和52年 9 月 1 0 日 前に 役置さ れた排出ガス 量が0. 5万N孟ソh

未満の過負荷燃焼の ものは 、 適用除外さ れ る 。
※ 3 キ ュ ポ フ は適用除外され る 。



ばい煙発生施設 に対する 窒素酸化物排出基準一覧 - ( 2 )

~ 固 体 燃 焼 ボ イ ラ ー ~

新 設 施 設 の N o x 排 出 基 準

拶拗ス量＼~＼ご雫年月 日
58 ‐9 ‐ 1 0 ( 施す丁 )
~59 9 .9 ま で

623 .3 1 ま で 62 . 4 . 1 以降 備 考

( N廊街 )

70 万 以 上

10 万 ~ 70 万

4 万 ~ 10 万

下 。己 以 外 の も の

散 布 式 ス ト ー カ

4 万 未 満

下 。己 以 外 の も の

流動層燃焼方式の もの

3 0 0

3 0 0

3 0 0

3 0 0

( 3 2 0 )

3 0 0

( 3 5 0 )
3 6 0

3 0 0

3 0 0

3 0 0

( 報 8 )

3 0 0

彎 8 8 )
( 3 5 0 )

2 0 0

2 5 0

2 5 0

2 5 0

( 3 2 0 )

3 0 0
( 3 5 0 )

3 0 0
( 3 5 0 )

当分の間 ( ) 内

> の値を適用す る

( 単位 : PPm )

既 設 施 設 の N o x 排 出 基 準

＼＼き~這雙 日排ガス量

基 準 @画

48 . 8 . 9 以前
48 . 8 . 1 0

50 . 1 2 . 9
50 . 庭. 10
52 . 6 . 1 7

52 . 6 . 1 8

54 . 8 . 9
54 . 追 . 10
58 . 9 . 9

70 万 ( N 孟/ h ) 以 上

50 万 ~ 70 万

20 万 ~ 50 万

4 万 ~ 20 万

05 万 ~ 4 万

05 万 未 満

3oo ※5

300 300 3(ゆ

400※ 1 .2 .4

420 ※1 .2 .3

3 50

450 }珀 350 350 350 ※ 6380

480 480 480 『 3蜘 380

G庄 ) 1 ※ 1 50万 N 孟/ h 以上、 低盪豆炭専焼、 火炉分割壁型放射過熱器を有す る 。 火炉熱発⑩
生率14万 kc a l/肛ツh 以上･→ 550 皿 ( 附則別表第 2 の 1 項 )

※ 2 30万 N 孟/ h 以上、 低品位炭専焼 く ※ 1 以外 ) -【→ 蜷0脚
※ 3 20万 N 孟/ h以上25万N 遜/ h 未満、 石炭専焼、 前面燃焼方式、 自然循環型、 火
炉熱発生率14万kc a 1 イ録街以上→ 450岬 ( 召韻崩壊第2の 3項 ) 、 昭和60年 9 月 10 日
か ら適用 ( 附則 2 項 2 号 )

※ 4 100 万N虱街以上. 石炭燃焼、 接線型チルチ ソ グバ ー ナ ーを有す る ( ※ 1 ※ 2 以
外 ) ･→ 430岬 ( 附則別表第 2 の 4 項 )

※ 5 50万N 孟/ h 以上70万N ゴノ h 未満、 火炉祷熱↓廃空率20万 kc a l/ 孟/ h 以上、 再熱
再生抽気復水式自 然循環型~ 昭和59年1 2月 3 1 日 ま でに固体燃焼ボイ フ ー に転換す る
も の･→ 420 PPm ‐ 変更の工事が完了 し た 日 か ら適用 ( 附則 4 項 )

※ 6 石炭専焼、 流動層燃競方式一 0 . 5万~I万 . ･ 390腿、 1スラム}少ラ ･ ･38鯏皿(附則自壊第 1 の 1 王動
※ 7 →昭和60年 9 月 1 0 日 か ら適用 ( 附則 2 項 2 号 )

- 1弘 一



資料 5 大気汚染防止法第 3 条第 2 項の政令で定めるはい じん排出基準

藩号 別第の号令表1番 施 段 名 湯万N薹
/h )

本 則 附 則

(砺州般珍
0 n

(%)
一 般

( g/↑“武)
o n の扱い

14リムQU4ゴヤリ ｣1I-｣1･I-｣1･I-｣1･I-｣1I▲
令別表第一の一の項に掲
げる ボ イ フ ーの う ち ガス

を専焼さ せる もの ( 5 の
項に掲げる ものを除 く 。 )

令別表第一の一の項に掲
げ る ボ イ フ ー の う ち重油

その他の液体燃料 ( 紙パ
ルプの製造に伴い発生す

る黒液を除 く 。 以下 こ の

表において同 じ 。 ) を専
焼さ せ る もの並びに ガス

及び液体燃料を混暁させ
る もの ( 5 の項に掲げる

も の を除 く 。 )

令別表第一の一の項に掲
げ る ボ イ フ ー の う ち紙パ

ルプの製造に伴い発生す

る黒液を専暁させる も の

並びに紙パルプの製造に

伴い発生する黒液及びガ

ス又は液体燃料を混焼さ
せ る も の ( 5 の項に掲げ

る も のを除 く 。 )

令別表第一の一の項に掲

げ る ボ イ フ ー の う ち石炭

を燃焼させる もの ( 次項
に掲げる も のを除 く 。 )

令別表第一の一の項に掲
げる ボ イ フ ーの う ち 同表

の八の項の中欄に掲げる

触媒再生塔に附属す る も
の

20以上
4 ~20

4 未満

20以上

4 ~20

1 () 4

1 未満

20以上

4 ~20

4 未満

20以上

4 ~20

4 未満

} 0 .05

0 . 10

0 .05

0 . 1 5

0 . 25

0 . 30

0 . 1 5

0 . 25

0 . 30

0 . 1 0

0 .20

0 . 30

0 . 20

} 5

5

4

4

4

4

0 s

0 s

0 s

6

6

6

4

既設は当分の間
0 .07 と す る

既設は当分の間
0 10 と す る

既設は当分の間

0 20 と す る

} 圏巷発き容奢

*

既設は当分の間

0 .2 5 と す る

既役は当分の間
0 .25 と す る

* 既設は当 分の

間 0 . 1 5 と す る

主た る燃料 と し

て低硫黄石炭を
使用す る 既没の

も のは60年 6 月
30 日 ま で 0 25 と

す る

既設は当分の間

0 .30 と す る

既設は60年 6

月 30 日 ま で適

用を猶予す る

60年 6 月 30 日

ま で適用を猶

予す る

当分の間適用

を猶予す る

- 165 -



番号 鯛鍔 施 段 名 湯万選
/h )

本 則 附 則

一 般
( g/↑この

0 n

(%) 一( 9/N孟)般 o n の扱い

6附781 7892223 11寸且つムリム鉛OAUワーQDQJ
令別表第一の一の項に掲
げ る ボ イ フ ー の う ち前 5
項に掲げる もの以外の も
の

令別表第一の一の項に掲
げる ボ イ フ ーの う ち石炭

( 一キ ロ グ フ ム 当た り発
熱量五千キ ロ カ ロ リ ー以
下の もの に限る 。 ) を燃
焼させ る もの

令別表第一の二の項に掲

げ る ガス発生炉

令別表第一の二の項に掲
げる加熱炉

令別表第一の五の項に掲
げる溶解炉

令別表第一の六の項に掲
げる加熱炉

令別表第一の七の項に掲
げ る加熱炉

令別表第一の九の項に掲
げる 焼成炉 ( 石灰焼成炉
に 限る 。 ) の う ち土中釜

令別表第一の九の項に掲

げる焼成炉 ( 石灰焼成炉
に限る 。 ) の う ち前項に
掲げ る も の以外の も の

20以上

4 ~20

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

} 0 . 30

0 . 30

0 . 05

0 . 1 0

0 . 1 0

0 . 20

0 . 1 0

0 20

0 . m

0 . 1 5

0 . 40

0 . 30

} 6

6

7

7

0 s

0 s

1 1

1 1

6

6

15

1 5

既設は当分の間
0.40 と す る

既設は当分の間
0 . 70 とす る

ア ノレ ミ ー ウ ム の

地金若 し く は合
金の製造又はア

ル ミ ニ ウ ム の再

生の用 に供す る

反射炉の う ち既
没は当分の間①30

と す る

既設は当分の間
0 . 1 5 と する

既設は当分の間

0 . 25 と す る

潤滑油の製造の
用 に供す る 1 万
N畝街未満の既

設の も のは当分
の間 0 . 18 と す る

灘麩夢用
既設は

当分の間適用を

猶予す る

、

既設は

l > 当 分の間適用
を猶予す る

ノ

- 1 66 一



番号 別第の号令表1番 施 設 名
規 模
(万N 孟
/h )

本 則 附 則

一 般
( 9/笛の

0 n

(%)
一 般

( g/N孟)
o n の扱い

24

25

26

27

28

29

30

3 1

32 9999991 01 11 1
令別表第一の九の項に掲
げ る 焼成炉の う ち セ メ ン

ト の製造の用 に供す る も
の

令別表第一の九の項に掲
げ る焼成炉の う ち耐火 レ

ンガ又は耐火物原料の製
造の用 に供す る もの

令別表第一の九の項に掲
げる 焼成炉の う ち前 4 項
に掲げる もの以外の もの

令別表第一の九の項 に掲
げ る 溶融炉の う ち板ガ フ

ス又はガフス繊維製品 ( ガ
フ ス繊維を含む 。 ) の製
造の用 に供す る もの

令別表第一の九の項に掲
げ る 溶融炉の う ち光学ガ
フ ス 、 電気ガ フ ス 又は フ

j ソ ト の製造の用 に供す
る も の

令別表第一の九の項に掲
げ る溶融炉の う ち前二項
に掲げ る もの以外の もの

令別表第一の十の項に掲
げる反応炉及び直火炉

令別表第一の十一の項に
掲げる乾燥炉の う ち骨材
乾燥炉

令別表第一の十一の項に

掲げ る乾燥炉の う ち前項
に掲げ る もの以外の もの

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

} "

芻

8季g

8まg

0 . 1 0

0 . 1 5

0 1 0

0 20

0 . 1 5

0 20

0 50

0 . 1 5

0 20

} 1 0

逡

まき

ま g

1 6

16

1 5

1 5

6

6

1 6

撚襲
とする

16

撚讓
韓

既設は当分の間
0 30 と す る

活性炭の製造の

用 に供す る 1 万

ND[多/h未満の既

設の反応炉は当
分の間 0 .30 と す
る

2 万 N 孟/ h未

満の既設の もの
は当分の間 0 .60

と す る

既役は当分の間
1 ~ 4 万N廊街
は ○ .30

1 万 Nロシh未満
は 0 .3 5 と す る

溌轆用

既設は

} 当分の間適用
を猶予す る

- 167 -



備考 11 . こ の表に掲げる はい じんの量は、 規格Z 8808 に定め る方法によ り 側定 される 量と して表

示された もの と し 、 当該ばい じんの量に は、 燃料の点火、 灰の除去のための火届整理又はすす
の掃除を行 う 場合に おいて排出さ れる はい じん ( 1 時間につき合。十 6 分間を超えない時間内

に排出 さ れる もの に 限る 。 ) は含まれない もの と す る 。

2 . ばい じんの量が著 し く 変動す る施設にあ っ ては-工程の平均の量とす る 。

3 . 規模は、 施没の 1 時間当た り の最大排出ガス 量 G湿 り ) に よ り 区分されてい る 。

4 . ばい じん量の補正は次の算式に よ り 換算する もの とす る 。

c =鬚≧三賀 × c s
C ばい じん量 ( g / N 讃 )

on 施段ごと に定め ら れた標準酸素濃度(%

o s 測定時の酸素濃度勢

C S 側定時のはい じん量 ( 9 /N 孟 )

番号 別第の号令表1番 施 設 名
規 模
(万N遜
/h )

本 則 附 則

一 般
( "今J面) 鰡 一( 9/N孟)般 o n の扱い

33

34

35

36

37

1 2

1 2

1 2

1 3

13

令別表第一の十二の項に
掲げ る電気炉の う ち合金

鉄 ( 珪素の含有率が40パ
ー セ ン ト 以上の もの に限

る 。 ) の製造の用 に供す
る も の

令別表第一の十二の項に
掲げる電気炉の う ち合金

鉄 ( 珪素の含有率が40パ
ー セ ン ト 未満の もの に限

る 。 ) 及びカ ーバイ ト の
製造の用 に供す る もの

令別表第一の十二の項に

掲げ る電気炉の う ち前二
項に掲げる も の以外の も
の

令別表第一の十三の項に

掲げ る廃棄物焼却炉の う
ち連続覊炉

令別表第一の十三の項に
掲げる廃棄物焼却炉の う
ち前項に掲げる もの以外
の も の

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

0. 20

0 . 1 5

} o . ぬ

0 . 1 5

0 . 50

0 . 50

0 s

0 s

} O S

1 2

12

1 2

溌瘢用
既没は

当分の間適用を
猶予する

艇



資料 6 大気汚染防止法第 l 8 条の 3 の政令で定める粉じん発生施没の規制基準

- 169 -

( 施行規則第 1 6 条 昭和 4 6 . 6 . 2 2 )

令兄嶬第 2
の施設番号

粉 じん発生施設 規 模 管 理 基 準

11▲ コ ー ク ス 炉 原料処理能力が

1 日 当 た り 50 t

以上であ る こ と 。

1 装炭作業は、 無煙装炭装置を設置するか、 装炭車

に フ ー ド 及び集 じん機を設置する か、 又は こ れ ら

と 同等以上の効果を有す る装置を設置 して行う こ

と 。

2 窯出 し作業は、 ガイ ト車にフ ー ドを設置し、 及び当

該フ ー ド か ら の粉 じんを処理する集 じん機を設置

する か 又は こ れ と同等以上の効果を有する装置

を設置 して行 う こ と 。 ただ し 、 ガ イ ド 車又はガイ

ド 車の走行す る炉床の強度が小さ い こ と 、 ガイ ド

車の軌条の幅が狭い こ と等に よ り ガイ ド 車に フ ー

ド を設置す る こ と が著 し く 困難である場合は、 防 じ

んカバー等を設置 して行う こ と 。

3 消火作業は、 消火塔にハ ー ド ル 、 フ ィ ルタ ー 又

は これ ら と 同等以上の効果を有する装置を設置 し

て行う こ と 。

2 鉱物 ( コ ー ク ス

を含む。 以下同

じ 。 ) 又は土石

の堆積場

面積が1 ,000 I籤以

上であ る こ と 。

粉 じんが飛散す る おそれのあ る鉱物又は土石を堆

積す る場合は、 次の各号の 員こ該当す る こ と 。

1 粉 じんが飛散りこ く い構造の建築物内 に設置さ

れてい る こ と 。

2 散水没備に よ っ て散水が行われてい る こ と 。

3 防 じんカ バーでおおわれてい る こ と 。

4 薬液の散布又は表層の締固めが行われてい る こ

と 。

5 前各号 と同等以上の効果を有す る措置が講 じ ら

れてい る こ と 。

3 ベリレ ト コ ンベ“ ア

及びバケ ッ ト コ

ンベア @軸霧 土

石又はセ メ ン ト

の用 に供す る も

のに限り 、 密暇弱式

の もの を除 く )

ベル ト の幅が75

cm以上であるか、

又はバケ ッ ト の

内容積が0 .03 武

以上であ る こ と 。

粉 じんが飛散す る おそれの あ る鉱物~ 土石又はセ

メ ン ト を運搬する場合は、 次の各号の 1 に該当す る

こ と 。

1 粉 じんが飛散 し に く い構造の建築物内に設置さ

れてい る こ と 。

2 コ ンベアの積込部及び積降部に フ ー ド 及び集 じ

ん機が設置さ れ、 並びに コ ンベアの積込部及び積

降部以外の粉 じんが飛散す る おそれのあ る 部分に

第 3 号又は第 4号の措置が講 じ ら れてい る こ と 。

3 散水設備に よ っ て散水が行われてい る こ と 。

4 防 じんカバ ーでおおわれてい る こ と 。

5 前各号と 同等以上の効果を有す る措置が講 じ ら

れてい る こ と 。



資料 7 航空機騒音 に係 る環境基準 に つ い て 4 8 . 1 . 2 7
環 告 1 5 4

公害対策基本法 ( 昭和 4 2 :年法律第 1 3 2 号 ) 第 9 条の規定に基づ く 騒音に 係る環境上の斜耽りう ち、

航空機騒音に 係 る基準に ついて次のと お り 告示す る 。

公害対策基本法第 9 条に よ る騒音に 係 る環境上の条件につ き 、 生活環境を保全 し 、 人の健康の保護に

資す る う えで維持す る こ と が望ま し い航空機騒音に 係 る基隼 ( 以下 ｢環境基隼｣ と い う 。 ) 及びその達

成期間は、 次の と お り とす る 。

第 1 環境基準

1 環境基準は 、 地域の類型ご と に次表の基準値の欄に掲げる と お り と し 、 各類型をあてはめ る地域

は 、 都道府県知事が指定す る 。

地 域 の 類 型 基隼値 ( 単位 WECPNL )

TL一 7 0 以下

n 7 5 以下

( 注 ) I をあてはめる地域は専 ら住居の用 に供 さ れる地域と し 、 n をあてはめ る地域は I 以外の

地域であ って通常の生活を保全す る必要があ る地域と する 。
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饑剔臨2
の施設番号

粉 じん発型晦設 規 模 管 理 基 準

4 破砕機及び摩砕

機筋物、 岩石又

はセ メ ン ト の用

に供す る もの に

限り 、 湿式のもの

及び密閉式の も

のを除 く 。 )

原動機の定格出

力は75キ ロ ワ ッ

ト 以上であ る こ

と 。

次の各号の 野こ該当する こ と 。

1 粉 じ んが飛散 し に く い構造の建築物内 に設置 さ

れてい る こ と 。

2 フ ー ド 及び集 じん機が設置さ れてい る こ と 。

3 散水設備に よ っ て散水が行われてい る こ と 。

4 防 じん カ バーでおおわれてい る こ と 。

5 前各号と 同等以上の効果を有す る措置が講 じ ら

れてい る こ と 。

5 ふるい鉱物、 岩

石又はセ メ ン ト

の用 に供す る も

のに限り 、 湿式の

もの及び密閉式

の ものを除 く )

原動機の定格出

力が1 5キ ロ ワ ッ

ト 以上であ る こ

と 。

5 の基準は、 ｢ 4 の基準｣ と 同 じ 。



2 1 の環境基準の基準値は、 次の方法に よ り 測定 ･ 評価 し た場合にお け る値とす る 。

( 1 ) 測定は 、 原則 と して連続 7 日 間行い~ 晴騒音よ り 1 0 ブ シベル以上大き い航空機騒音の ピ ー ク

レベル ( 。十量単位 ブシベル ) 及び航空機の機数を 。離縁する も の と す る 。

( 2 ) 測定は 、 屋外で行う も の と し 、 その測定点 と しては 、 当該地域の航空機騒音を代表する と 認め

られる地点を選定す る も の とす る 。

( 3 ) 測定時期 と しては 、 航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮 して、 測定点に おけ る 航空

機騒音を代表す る と認め られる 時期を選定する も の とす る 。

鱒 ) 航空機騒音の評価は、 □ )の ピ ー ク レベル及び機数か ら次の算式に よ り 1 日 ご と の値 ( 単位W E

C P N L ) を算出 し 、 そのすべての値をパ ワ ー平均 して行う も の とす る 。

算 式

dB ( A ) 十 1 0 l og 1 。 N - 2 7

( 注 ) d B ( A ) と は 、 1 日 の すべての ピ ー ク レベルをパ ワ ー平均 し た ものをいい N と は 、

午前 0 時か ら午前 7 時ま での間の航空機の機数を N 1 、 午前 7 時か ら午後 7 時ま での間

の航空機の機数を N 2 、 午後 7 時か ら午後 1 0 時ま での 間の航空機の機数をN 3 、 午後

1 0 時か ら午後 1 2 時ま での間の航空機の機数を N 4 と し た場合におけ る次によ り 算出

し た値をい う 。

N = N 2 + 3 N 3 十 1 0 ( N 1 十 N4 )

( 5 ) 測定機器は、 日 本工業規格C 1 5 0 2 に定め る指示騒音。十若 し く は国際電気標隼会議 pub/ 1 7 9

に定め る精密騒音。十又は こ れ ら に相当す る 測定機器を用い る も の とす る 。

こ の場合において、 聴感補正回路はA特性と し 、 ま た、 動特性は緩 ( s l ow ) と する 。

3 1 の環境基準は、 1 日 当た り の離着陸回数が 1 0 回以下の飛行場及び離島に あ る飛行場の周辺地

域に は適用 し ない も の と す る 。

第 2 達成期間等

1 環境基準は、 公共用飛行場等の周辺地域に おいては、 飛行場の区分ごと に次表の達成期間の欄に

掲げ る期間で達成され、 又は維持さ れる も の とす る 。 こ の場合にお いて~ 達成期間が 5 年を こ え る

地域に おいては、 中間的に 同表の改善目標の欄に掲げる 目標を達成 しつつ ~ 段階的に環境基準が達

成される よ う にす る もの と す る 。
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飛 行 場 の 区 分 達 成 期 間 改 善 目 標

新 設 飛 行 場

直 ち に

既設飛行場
第三種空港及びこ れ

に準ずる もの

第 二 種 空 港

( 福岡空港を除

く 0 )

A 5 年以内

B

1 0 年以内

5 年以内 に、 8 5 W E C P N L未満 と す る

こ と又は 8 5 W E C P N L以上の地域におい

て屋内で 6 5 W E C P N L 以下 と す る こ と 。新 東 京 国 際 空 港

第一種空港 ( 新東京

国際空港を除 く 。 )

及び福岡空港

1 0 年を こ え る期間

内 に可及的速やかに

1 5 年以内 に 、 8 5 W E C P N L未満と す

る こ と又は 8 5 W E C P N L 以上の地域に

おいて屋内で 6 5 W E C P N L以下 とす る

こ と 。

2 1 0 年以内に 、 7 5 W E C P N L未満と

す る こ と 又は 7 5 W E C P N L以上の地域

に おいて屋内で 6 0 W E C P N L 以下 とす

る こ と 。

艇

備考 1 既設飛行場の区分は 、 環境基準が定め られた 日 に おけ る区分と す る 。

2 . 第二種空港の う ち 、 B と はタ ー ボ ジ ェ ッ ト 発動機 を有す る航空機が定期航空運送事業

と して離着陸す る も のをいい 、 A と は B を除 く も のをい う 。

3 . 達成期間の欄に掲げ る期間及び各改善目標を達成す る ための期間は~ 環境基隼が定め ら

れた日 か ら起鞍互す る 。

2 自衛隊等が使用す る飛行場の周辺地域に おいては、 平均的な離着陸回数及び機種並びに人家の密

集度を勘案 し~ 当該飛行場と類似の条件に あ る前項の表の飛衛場の区分に隼 じて環境基準が達成さ

れ、 又は維持される よ う に努め る も の とす る 。

3 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講 じて も、 1 の達成期間で環境基隼を達成す る こ と が困
　 　

難と考え られ る地域に おいては、 当該地域に 引 き続き居住を希望す る者に対 し家屋の防音工事等を娑

行 う こ と に よ り環境基準が達成された場合 と 同等の屋内環境が保持される よ う にする と と も に、 極

力環境基準の速やかな達成を期す る もの とす る 。
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資料 8 騒音規制法第 2 条第 1 項の政令で定める工場 事業場の特定施設一覧

施 設

備 考
施 設 の 種 類 機 械 名

1 金 属 加 工 機 械

2 空気圧縮機及び送

風機

3 土石用又は鉱物用

の破砕機、 座幽隅様 ふ

る い及び分級機

4 織 機

5 建没用資材製造機

械

6 穀 物 用 製 粉 機

7 木 材 加 工 機 械

8 抄 紙 機

9 印 刷 機 械

10 合成樹脂用射出成

形機

1 1 鋳 型 造 型 機

イ 圧 延 機 械

ロ 製 管 機 械

ノ、 ベンブ、イ ングマシン

一 夜 圧 プ レ ス

ホ 機 械 プ レ ス

へ せ ん 断 機

ト 鍛 造 機

チ ワ イ ヤ ー フ ォ ー ミ

ン グ マ シ ン

ノ ブ フ ス ト

ヌ タ ン ブ フ ー

イ コ ン ク リ ー ト プ フ

ン ト

ロ ア ス フ ァ ノレ ト プ フ

ン ト

イ ト フ ム ノ ミ ー カ ー

ロ チ ッ ノ で 一

ノ･ 砕 木 機

一 帯 の こ 盤

ホ 丸 の こ 盤

へ か ん な 盤

原動機の定格出力の合。十が 22 . 5鰡以上のものに限る

ローノ写式のものであ って、 原動機の定格出力が 3.75

臟以上の ものに限る

矯正プ レス を除 く

呼び加圧能力が30重量 ト ン以上の も の に 限る

原動機の定格出力が 3 .75鞆以上の も の に限る

タク0フス ト以外のものであって 、密鍔肺ゆものを除く

原動機の定格出力が 7 . 5 鰡以上の もの に 限る

原動機の定格出力が 7 . 5 鰡以上の もの に 限る

原動機を用い る も の に限 る

気ほ う コ ン ク J ー ト プフ ン ト を除き 、 混練機の混練

容量が 0 .45 孟以上の もの に 限 る

混練機のま鸚練重量が 200 kg以上の も の に限る

ロ ー ル式の ものであ っ て 、 原動機の定格出力が7 .5

鰡以上の もの に限 る

原動機の定格出力が 2 .25瘤以上の もの に 限る

製材用の も の に あ っ ては原動機の定格出力が1 5kw

以上の もの 、 木工用の もの に あ っ ては原動機の定

格出力が 2 .25鰡以上の もの に限る

製材用の も の に あ っ て は 原動機の定格出力が15

鰡以上の もの、 木工用の もの に あ っ ては原動機の

定格出力が 2 25鰡以上の もの に 限 る

原動機の定格出力が 2 25鰡以上の もの に 限る

原動機を用い る も の に限 る

ジ ル ト 式の もの に限 る
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